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◆◆◆現場の皆さんへ◆◆◆ 

【１．農業者と企業・研究機関とのマッチングミーティング（第１回:米）を開催します！】 

８月６日（月）13：00～農林水産省７Ｆ講堂において「農業者と企業・研究機関とのマッチングミ

ーティング（第１回：米）」を開催いたします！ 

今回は、ドローン、水田センサー、除草ロボットをテーマに関連企業１８社が集まり、プレゼンテ

ーションと個別の相談ブースをご用意するとともに、担い手農業者の皆様に自由に技術提案企業と

マッチングできる機会を設けます。また、各社のドローンの展示スペースや、農水省側から米輸出、

収入保険などの相談ブースも別室にて設置する予定です。 

是非、地域の皆様とお誘い合わせの上、ご参加ください！ 

参加希望の方は、以下のＵＲＬより入力フォームから登録いただけますと、当日スムーズに入館可

能です。是非ご登録ください。 

 

▼詳しくはこちら 

◇「農業現場における新技術の実装に向けたマッチングミーティング（第１回:米）の開催について」 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo01/180725.html 

 

◇参加のお申し込みフォーム 

https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/kanbo/kihyo01/system/matching_meeting.html 

 

◇マッチングミーティングチラシ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kihyo01/attach/pdf/180725-4.pdf 

 

◇お申し込み･お問い合わせ 

農林水産省 大臣官房 政策課 



担当者：太田、田島、表谷（ひょうたに）  

TEL：03-6744-0494 

E-mail:Innovation_group@maff.go.jp 

 

【２．農産物の輸出を目指す産地の皆さまへ（技術的なサポートを行います！）】 

農産物の輸出を行うときには、植物検疫や残留農薬など輸出先国の規制に沿った生産を行うことが

重要ですが、これらの規制は相手国や品目によって様々であり、対応に苦慮されている方もいらっ

しゃるのではないでしょうか。 

農林水産省では、平成 29年度から、植物検疫や残留農薬など輸出先国の規制に対応した防除体系や

栽培方法の確立に向けた取組への支援を行っています。 

生産者である皆様等のご相談に応じ、植物検疫や残留農薬等の専門家を現地に派遣しているほか、

本年度からは、新たに外国人旅行者等が携帯品（おみやげ）として農産物を海外に持ち出すための

検疫手続の円滑化の取組を行う産地等への支援も開始しています。 

平成 29年度は、産地等からの要請に応じ、技術的なサポートを提供した結果、22の産地等からスム

ーズに輸出をすることができました。 

さらに、輸出に取り組む産地は増加しており、今年度も全国各地から多くの相談が寄せられていま

す。 

専門家の派遣等に当たり、費用負担はありませんので、是非以下のサポート事務局サイト内の相談

窓口にご連絡ください。 

 

◇輸出先国の規制に対応するためのサポート事務局 

一般社団法人全国植物検疫協会内 

TEL：070-1187-1520 FAX：03-5294-1525 

（サポート事務局ホームページ） 

 http://www.zenshoku-kyo.or.jp/consultation/ 

 

◇本事業に関するお問合せ先 

農林水産省 消費・安全局 植物防疫課 国際室 

担当者：小野、井ノ口 

TEL：03-6744-7168 

 

【３．GAP認証（ASIAGAP Ver.2.1)取得支援の追加公募のお知らせ】 

農業者による ASIAGAP Ver.2.1の認証取得支援を目的とした「GAP認証取得支援事業」の公募を、（一

社）全国農業改良普及支援協会が行っています。 

認証審査費用や、認証取得に必要な研修の受講、施設改修資材の導入に要する費用等が支援の対象

となります。 

この機会に、GAP認証の取得を目指しませんか。 

 

◇公募期間：平成 30 年７月 18日（水）～平成 30年８月 31日（金）まで 

詳しくは、下記 URLを御覧ください。 



（一社）全国農業改良普及支援協会 HP 

http://www.jadea.org/news/news-20180718.htm 

 

◇お問い合わせ先 

（一社）全国農業改良普及支援協会 GAP担当（TEL :03-5561-9562） 

農林水産省 生産局 農業環境対策課（生産工程管理班）（TEL :03-6744-7188） 

 

【４．「平成 30年度 地産地消等優良活動表彰」の応募開始のお知らせ！！】 

今年度も、地産地消や国産農林水産物・食品の消費拡大に貢献する優れた活動を表彰する「平成 30

年度 地産地消等優良活動表彰」の応募が始まりました！ 

皆様が取り組む、地産地消や国産農林水産物の消費拡大に関する創意工夫ある活動を是非ご紹介く

ださい。 

自薦他薦ともにご応募できますので、地産地消の推進をされている法人、農協や学校給食関係の方々

はご応募よろしくお願いします！ 

 

（１）応募期間：平成 30年７月 13日(金) ～８月 24日（金） 

（２）応募部門：生産部門、食品産業部門、教育関係部門、個人部門 

（３）表彰の種類：農林水産大臣賞、農林水産省関係局長賞など 

（４）応募方法：応募条件・方法等の詳細は、下記 URLをご覧ください。 

http://www.nomuraholdings.com/jp/company/group/napa/ 

（５）お問合せ先：  

◇地産地消優良活動等表彰事務局 

野村アグリプランニング＆アドバイザリー株式会社 

TEL：03-3281-0780 

E-mail：sokusin-ri170004@jp.nomura.com 

◇農林水産省 食料産業局 食文化・市場開拓課 佐々木 寛 

TEL：03-6744-2352 

 

【５．「フード・アクション・ニッポン アワード 2018」の募集について】 

今年度も地域の農林水産物や食文化を活かした魅力的な産品を発掘するコンテスト「フード・アク

ション・ニッポン アワード 2018」を開催します。 

今年度のテーマは「おいしさで心をつなぐ ニッポンの逸品」。大手百貨店、流通、外食事業者等が

審査委員となり、国産農林水産物の魅力を活かした優良な産品をコンテスト形式で発掘し、各社の

流通販路を通じて消費者に届けていきます。 

また、今年度は 2013年に和食文化がユネスコ無形文化遺産に登録されて５周年の節目であることか

ら、「身近」「手軽」「健康的」をキーワードとして和食文化あふれる食事を摂る機会の増加に官民協

働で取り組む「Let’s！和ごはんプロジェクト」の趣旨に沿った産品を特別賞として選定します。 

 

（１）応募期間：平成 30年７月 23日(月) ～８月 31日（金） 

（２）応募主体：農林水産物の生産者、食品製造業者、加工事業者等 



（３）応募産品：国産農林水産物の消費拡大に寄与する農林水産物及び加工食品等並びに従来と比

較して簡単に「和ごはん」が調理できる加工食品 

（４）応募方法：応募条件・方法等の詳細は、下記 URLをご覧ください。 

◇アワードについて 

http://syokuryo.jp/award/ 

◇「Let’s！和ごはんプロジェクト」について 

http://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/culture/wagohan_project.html 

（５）お問合せ先： 

◇フード・アクション・ニッポン アワード事務局 

TEL：03-6264-0502    E-mail：fan_award@syokuryo.jp 

 

【６．「受け継ぎたい北海道の食」動画コンテスト開催のお知らせ】 

北海道農政事務所は、北海道の食文化の保護・継承を目的とし、動画コンテストを実施します。  

あなたの好きな北海道ならではの「ふるさとの味」をおしえてください。  

これからもずっと食べたい。伝え続けていきたい。そんな料理や食材、その食のまわりの人びとや

できごと等々。  

今後も受け継いでいきたい北海道の食のおいしさやその食材・技術・背景等の魅力や、それを伝承

している方々の熱意を伝える動画を募集します。  

 

＜募集内容＞  

◇応募資格：どなたでも応募できます。 

※ ただし、未成年者が応募する場合は、その旨、保護者の了解を得てください。  

◇動画の仕様：YouTube にアップロード可能なファイル形態で３分程度を基本とします。 

※ 過去に撮影・編集された動画も応募可能です。  

※ 応募動画の著作権等の扱いなど、詳細については、応募要領をご確認ください。  

 

＜応募方法＞  

応募用紙とともに動画が記録されたメディア（DVD、CD-R 等）を郵送してください。 

・応募先：〒064-8518北海道札幌市中央区南 22条西 6丁目 2-22 

       エムズ南 22条ビル（第 2ビル 4階）  

       農林水産省 北海道農政事務所 生産経営産業部 事業支援課 

       「動画公募係」あて  

 

＜募集締め切り＞  

平成３０年１１月３０日（金）※ 郵送は必着  

 

▼募集内容の詳細について 

http://www.maff.go.jp/hokkaido/suishin/shokuiku/hokkaido_shoku.html 

併せて、写真やお手紙の投稿もお待ちしています。 

 



▼写真等の投稿について 

http://www.maff.go.jp/hokkaido/suishin/shokuiku/hokkaido_shoku_photo.html 

 

＜お問い合わせ先＞ 

農林水産省 北海道農政事務所 事業支援課 

TEL：011-330-8810 

 

【７．海外旅行のお土産 持って帰れないかも！？】 

夏休み期間中に、海外に行かれる方必見！ 

旅行先で購入したビーフジャーキーやハム、サラミなどの肉製品のお土産は、家畜の病気の侵入を

防ぐため、ほとんどの国から持って帰ることができません。 

旅行前に動物検疫所のウェブサイトでチェック！ 

 

◇詳しくはこちら 

http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html 

 

◇お問合せ先 

農林水産省 動物検疫所 企画管理部 企画調整課 

TEL：045-751-5923 

 

 

 

 

  ◆◆◆編集後記◆◆◆ 

今月より、本農業担い手メールマガジンを担当することになりました金夛（かねた）と申します。

引き続き、担い手の皆様の経営に役立つ情報を配信してまいりたいと思います。どうぞ、よろしく

お願いいたします。（金夛） 

  

経営局公式facebookページ「農水省・農業経営者net」 

→ http://www.facebook.com/nogyokeiei 

 

■ ご意見・ご質問はこちら 

→ https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/keiei/keiei/180817.html 

 

■ 「新たな農業経営指標」を活用しましょう！ 

  （３つのステップで経営改善！）（農林水産省ＨＰ） 

→ http://www.maff.go.jp/j/ninaite/shihyo.html 

 

■ 地域の人と農地の問題を解決しませんか？（パンフレット） 

→ http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/pdf/hito_nouchi_booklet.pdf 



 

  「農地中間管理機構ホットライン」 

    電話   03-6744-2151（受付時間 平日9時30分～17時00分） 

    E-mail   kikou@maff.go.jp 
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☆ このメルマガの配信申込み、バックナンバーはこちらから 

→ http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_hyousyou/hyousyou_merumaga.html 

☆ このメルマガの配信変更、配信解除、パスワード再発行等はこちらから 

→ http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html 
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